
 

 

賃 貸 借 契 約 書（案） 

 

 

１．件      名   JICA中部 パソコン賃貸借及び保守・運用管理契約 

 

２.仕 様・数 量 付属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり 

 

３.契 約 金 額 金０,０００,０００円（うち消費税額等０,０００円） 

 内訳は付属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり 

 

４.賃 貸 借 期 間 ００００年００月００日から００００年００月００日まで 

             

５.納 入 場 所 独立行政法人国際協力機構 中部センター 

 

 

独立行政法人国際協力機構 中部センター 契約担当役 所長 小森 正勝（以下

「発注者」という。）と、株式会社◯◯◯◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯◯◯◯（以下

「受注者」という。）とは、頭書記載のパソコン（以下「契約物品」という。）に係る

賃貸借に関し、以下の各条項により、賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結す

る。 

 

 

（信義・誠実の義務） 

第１条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において、互いに協力し、信義を

守り、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（契約の目的） 

第２条 受注者は、本契約及び契約付属書に定める条項に従い、受注者の所有物であ

る契約物品を発注者の使用に供するものとし、発注者はその使用の対価として、

頭書に契約金額として記載された金額のうち、付属書Ⅱに定められた賃貸借料

を支払う義務を負う。 

 

（契約内容の変更等） 

第３条 発注者は、特別な理由により本契約の内容を変更する必要があると認めら

れるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知

により、本契約内容を変更し、又は一部を中止し、若しくは打ち切ることが

できる。 

 ２ 前項の場合において、受注者に増加費用が生じ又は受注者がそれにより重大

なる損害を蒙ったときは、発注者はその費用を負担するものとし、その金額

は発注者及び受注者で協議して定めるものとする。ただし、発注者は、発注

者の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた費用、損害、受注者の逸失

利益及び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないもの

とする。 

 



 

 

（担保物権の設定等） 

第４条 受注者は、本契約により発注者が使用中の契約物品に質権その他の担保権を

設定してはならない。 

 ２ 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除き、第三者に対し本契約に

基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは本契約により生ずる

債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を継承させてはならない。 

 

（消費税額等） 

第５条 発注者及び受注者は、頭書の契約金額のうち消費税額等とは、消費税法及び

地方税法の規定に基づくものであることを確認する。 

 ２ 消費税率が変動した場合には、消費税法及び地方税法に基づき、変更後の消費

税率で計算された消費税額とする。 

 

（契約保証金） 

第６条 発注者は、本契約の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。 

 

（賃貸借料） 

第７条 本契約による賃貸借料は、付属書Ⅱのとおりとする。 

 ２ 賃貸借期間１ヶ月未満の場合の賃借料は、月額賃借料を当該月の日数で除した

額（以下「日額」という。）に当月使用日数を乗じて算出するものとする。 

 ３ 賃貸借期間中、受注者の責に帰すべき理由又は天災地変等発注者及び受注者双

方の責に帰しがたい理由により契約物品の使用が中断されたときは、中断した

日数に日額を乗じて算出した金額若しくは中断した時間に日額の８分の１に

相当する額を乗じて算出した金額又はその合計額を、第１項に定める賃貸借料

から減額するものとする。ただし、受注者の責に帰すべき理由により発生した

場合を除いて、契約物品の保守に通常要する時間は中断時間に含まないものと

する。 

 

（賃貸借料の支払） 

第８条 受注者は、各四半期終了後、終了した四半期分の賃貸借料を発注者に対して

請求するものとする。この場合において、四半期とは、４月から翌年３月まで

を３ヶ月ごとに４分割した期をいう。なお、請求にあたって消費税額等に１円

未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。 

 ２ 発注者は、前項の適法なる請求書を受理した日から 30 日以内に、当該代金を

口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。 

３ 発注者の責に帰する理由により、前項の規定による支払期間内に当該金額の支

払をしないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から起算して支払をし

た日までの日数に応じ、その支払金額に対して年（365日とする。）5.0パーセ

ントの割合で計算した遅延損害金の支払を発注者に請求することができる。た

だし、遅延損害金に１円に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる。 

 

（発注者の善管注意義務） 

第９条 発注者は、賃貸借期間中、契約物品をできるだけ良好なる環境に保全すると

ともに善良なる管理者の注意をもって契約物品を管理するものとし、発注者の



 

 

故意又は過失による契約物品の損傷については発注者が責任を負うものとす

る。 

２ 前項による場合の修理費又は調整費は発注者が負担する。 

 

（損害の賠償） 

第 10 条 発注者は、受注者が本契約に違反した場合で発注者に損害が生じたときに

は、受注者に対しその損害賠償を請求することができる。 

  ２ 発注者は、通常の契約物品の使用によって、他の物品に損害が発生した場合、

受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。 

  ３ 発注者は、受注者又は受注者の使用者の故意若しくは過失により他の物品に

損害を与えた場合、受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。 

  ４  本条の各規定における損害賠償の額は、発注者及び受注者で協議して定める。 

（談合等不正行為に対する措置） 

第 11 条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求

に基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更

後の契約金額とする）の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違

約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合にお

いて、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、

受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。 

（１）本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和 22年法律第 54号）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者

である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が受注者に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴

金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（２）本契約に関し、受注者（法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。）

の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定す

る刑が確定したとき。 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているとき

は、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の

支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であっ

た者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わ

なければならない。 

３ 受注者が第１項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年

（365日とする。）5.0パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注

者より徴収することができる。 

４ 前三項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するも

のとする。 

５ 第１項の各号のいずれかに該当したときは、発注者は、催告を要せずして、

本契約を解除することができる。 

６ 本条の各規定は、競争に付して受注者を決定した場合にのみ適用する。 

 

（発注者の契約解除権） 



 

 

第 12条 次の各号の一に該当する場合には、発注者は、何らの催告を要せず、直ち

に本契約を解除することができる。 

（１）受注者の責に帰する理由（受注者の資産信用が著しく低下した場合を含む。）

により賃貸借期間内に受注者が本契約の全部又は一部を履行する見込みがな

いとき。 

（２）受注者が本契約の条項に違反したとき。   

受注者が他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、その他

公権力による処分を受け、若しくは特別清算、会社更生手続、民事再生手

続、破産又は私的整理手続を申し立てられ、又は自らそれらのもの、若しく

は再生手続開始の申立てをしたとき。 

（４） 受注者が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき。 

（５） 受注者の資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当

の理由があるとき。 

（６） 受注者が前条第１項各号の規定の一に該当するものとして発注者から不

正行為に係る違約金の請求をうけたとき。 

（７）第 26 条第 4 項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイド

ライン」に違反したとき。 

（８）受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、または、次に掲げる各号の

一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道（ただし、日刊新聞紙等、

報道内容の正確性について、一定の社会的評価が認められている報道に限る。）

があったとき。 

（イ） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場

合にはその役員をいう。以下本条において同じ。）が暴力団、暴力団員、

暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等（こ

れらに準ずる者又はその構成員を含む。平成 16年 10 月 25日付警察庁次

長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」という。）

であると認められるとき。 

（ロ） 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年

法律第 77号）第 2条第 6号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年

間を経過しない者であると認められるとき。 

（ハ） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（二） 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の

利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力

を利用するなどしているとき。 

（ホ） 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力

の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（へ） 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りな

がらこれを不当に利用するなどしているとき。 

（ト） 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難され

るべき関係を有しているとき。  

（チ） その他受注者が、東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54

号）又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行

ったとき。 



 

 

２  前項各号の規定により本契約を解除したときは、受注者は、発注者に対し、契

約金額の 100分の 10に相当する解約違約金を支払わなければならない。 

 

（受注者の契約解除権） 

第 13 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約を完了するこ

とが不可能となったときは本契約を解除することができる。 

２  前項の規定により本契約を解除したときは、発注者は、受注者に対し、契約

金額の 100分の 10に相当する解約違約金を支払わなければならない。 

 

（従業員の立ち入り） 

第 14 条 受注者は、契約物品の保守管理等のため契約物品の据付場所に受注者の従

業員を立ち入らせる場合、当該従業員に必ず身分証明書を携行させ、立ち入り

にあたっては発注者の同意を得るものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 15条 受注者は、業務の実施上知りえた情報（以下、秘密情報という。）を発注者

から指示が無い限り秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。 

２ 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供

又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。 

３ 受注者は、本業務の従事者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保

持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その

他必要な措置を講じなければならない。 

４ 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 

 

（秘密情報の管理等に関する事故の対応と報告） 

第 16 条 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係

る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必

要な措置を講ずるとともに速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければ

ならない。 

２ 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 

 

（秘密情報の返却及び廃棄） 

第 17条 受注者は、本契約終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を

含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体（受注者が作

成した複製物を含む。）を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情

報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その

旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるとき

はそれに従うものとする。 

 

（検査の権利） 

第 18条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において秘密情

報が適切に管理されているかを調査し管理状況が不適切である場合は、改善

を指示することができる。 

２ 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 



 

 

 

（個人情報保護） 

第 19条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報（「独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）」の第２条第３

項で定義される「保有個人情報」を指す。以下「保有個人情報」という。）を取

り扱う業務を行う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。 

（１）受注者の業務に従事する者（再委託又は下請負を行う場合には、再委託の受

託者と下請負人を含む。以下、同じとする。）に次の各号に掲げる行為を遵守

させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 

（イ）保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利

用、提供、複製してはならない。 

（ロ）保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。 

（２）受注者の業務に従事する者が前号に違反したときは、独立行政法人個人情報

保護法第 50条から第 51条及び第 53条に定める罰則が適用され得ることを、

受注者の業務に従事する者に周知すること。 

（３）個人情報保護管理責任者を定めること。 

（４）保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講じること。 

（５）発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告する

こと。 

（６）保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生

したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずる

とともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。 

（７）本契約履行期間後、速やかに保有個人情報を、発注者に返却又は判読不可能

な方法により消去すること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この

限りではない。 

２ 前項第１号の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。 

３ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個

人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、

改善を指示することができる。 

 

（情報セキュリティ） 

第 19 条の 2 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュ

リティ管理細則（以下「規程等」という。）を準用し、規程類に定められた事項

につき適切な措置を講じるものとする。 

 

（消耗品の規格） 

第 20 条 発注者は、契約物品に使用する消耗品その他の補給品に関しては、受注者

の指定する規格に合致したものを使用するものとする。 

 

（契約物品の取替、移動又は改造） 

第 21 条 発注者の都合により契約物品の取替え、一部追加、移動又は改造を要する

場合は、あらかじめ受注者の承諾を求めるものとする。 

   ２ 前項による契約物品の取替え、一部追加、改造又は賃貸借価格の変動により



 

 

賃貸借料等契約内容を改訂する必要が生じた場合は、発注者及び受注者で協議

して本契約を改訂するものとする。 

 

（安全対策） 

第 22条 受注者は、本業務に従事する者（下請負人がある場合には下請負人を含む）

の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安

全対策を講じて、業務従事者の安全確保に努めるものとする。 

 

（業務災害補償等） 

第 23 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者

の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任

と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れる

ものとする。 

 

機構関係者の倫理等ガイドライン」に基づき行動しなければならない。 

 

（契約の公表） 

第 24 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一般

に公表されることに同意するものとする。 

２ 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項

に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するもの

とする。 

（１）発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注

者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職し

ていること 

（２）発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと 

３ 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとす

る。 

（１）前項第 1号に規定する再就職者に係る情報（氏名、現在の役職、発注者に

おける最終職名） 

（２）受注者の直近 3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高 

（３）受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合 

４  受注者が一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社

会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の公益法人等であって、次

の各号のいずれかに該当する場合には、受注者は、第１項に定める情報に加え

次項に定める情報が発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表され

ることに、同意するものとする。 

（１） 理事等のうち、発注者の役職員経験者の占める割合が３分の１以上あるこ

と 

（２） 事業収入に占める発注者との取引に係る額が３分の１以上あること  

（３） 基本財産の５分の１以上を発注者が出えんしている財団法人であること  

（４） 会費、寄附等の負担額の５分の１以上を発注者が負担していること  

５ 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとす



 

 

る。 

（１） 名称、業務の概要、発注者との関係及び役員の氏名（発注者の役職員経験

者については、発注者での最終職名を含む。） 

（２） 受注者と発注者の取引の関連図 

（３） 当該事業年度の、資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに営業収入、

経常損益、当期損益及び当期末処分利益又は当期末処理損失の額 

（４） 当該事業年度の、貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の

額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産

期首残高及び正味財産期末残高並びに収支計算書に計上されている当期収

入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額 

（５） 発注者の受注者に対する債権債務の明細 

（６） 発注者が行っている受注者に対する債務保証の明細 

（７） 受注者の事業収入の金額とこれらのうち発注者の発注等に係る金額及び割

合 

 

（合意管轄） 

第 25 条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（準拠法） 

第 26条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 

 

（疑義の決定） 

第27条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、

必要に応じて発注者及び受注者で協議の上、これを定めるものとする。 

 

 

この契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自１

通を保有するものとする。 

 

 

００００年００月００日 

 

発注者 

愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-7 

独立行政法人国際協力機構 中部センター 

契約担当役 所長 小森 正勝 

 

受注者 

 

  


